
令和元年度第１回静岡県肝炎医療対策委員会の主な意見 

 

１．肝炎ウイルス検査の受検勧奨と検査陽性者に対する受診勧奨について 

○ 毎年５万５千人以上という肝炎ウイルス検査の数値目標は、市町で実施している、い

わゆる節目検診（40 歳以上の５歳刻み）が始まって５年経過することから、受検者数の

減少が見込まれるので、あまり高い目標にしておくと実情に合わないのではないか。 

 

○ 受診率 53.4％で、健康増進事業が 65.8％、特定感染症検査等事業が 39.7％で、目標の

90％にはほど遠い。本当に問題がある数字なのか、それとも、調査方法を変えれば、も

うちょっとちゃんとやっていることがわかるのか精査する必要があるのではないか。 

 

２．静岡県肝疾患かかりつけ医制度について 

○ 連携のルールがはっきりとしていないのではないか。具体的に、どういう状態になっ

たら診療所に戻す、あるいは診療所はどういう状態になったら拠点病院に送るというこ

とについて、ある程度基準がないといけないのではないか。ある程度のルールをつくら

ないと、連携はうまくいかないのではないか。 

 

○ 肝疾患であれば、「こういう病態だったら、何カ月に一遍はこれとこれとこれをチェッ

クしてね」と。「これをチェックして、この数字がおかしいときには必ず専門医に診ても

らってね」とか、あるいは「エコーは何カ月に一遍やってね」「それを定期的にチェック

してね」いうようなルールをつくるといいのではないか。 

 

○ Ｃ型肝炎の治療後、定期的に診ていくと、どこかで腫瘍が出てくることもある。それ

を、病院のほうで患者さんを抱えてしまうとなかなか診ていけないので、診療所のほう

に戻したときに、エコーをやれるところを中心として連携を組んで、ルールをつくって

定期的にエコーをチェックして、「何かあったら病院のほうに」というようなもののルー

ルをつくると病院も患者さんの負担が減るのではないかという意見もある。 

 

○ エコーは非常に重要なツールになってくると思うが、そこまでは求められていないの

が多分かかりつけ医だと思うので、そこまで求めるかどうかというところになる。今の

ところは、ただ単純に「各施設の手挙げでやりますよ」というところまでなので、そこ

にさらに検査ができる・できないとかを入れてくると、数は減ってしまうかも知れない

が、使いやすくはなるのではないか。 

 

○ 「かかりつけ医の役割と登録条件」は、ほとんどの診療所ができる内容となっている

が、２段階のかかりつけ医があってもいいのではないか。 
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